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医
療
費
の
適
正
化
に
ご
協
力
を

　

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
、生
活
習

慣
病
な
ど
の
慢
性
疾
患
の
増
加
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
要
因
で
医
療
費
が
増
加
傾
向
の
た

め
、国
民
健
康
保
険
の
財
政
は
、大
変
厳
し
い

状
況
で
す
。医
療
費
の
増
加
を
少
し
で
も
和

ら
げ
る
た
め
、加
入
者
一
人
一
人
が
健
康
増

進
と
医
療
機
関
の
適
正
受
診
を
心
掛
け
、医

療
費
の
抑
制
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47
―
５
０
２
０

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）と

は
、特
許
期
間
を
過
ぎ
た
新
薬（
先
発
医
薬

品
）と
同
じ
有
効
成
分
・
効
能
・
効
果
を
持
つ

医
薬
品
で
す
。新
薬
に
比
べ
て
価
格
が
安
く
、

薬
代
を
節
約
で
き
ま
す
。ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
変
更
し
て
も
医
療
費
が
安
く
な
ら
な

い
場
合
や
、ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
取
り

扱
い
が
な
い
場
合
な
ど
も
あ
り
ま
す
。医
師

や
薬
剤
師
に
相
談
の
上
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47
―
５
０
２
０

健　

康

シ
ニ
ア
元
気
教
室

　

町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
で
は
、高
齢

期
の
低
栄
養
予
防
に
関
す
る
調
理
実
習
や
、

口
腔
ケ
ア
に
関
す
る
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日　

平
成
30
年
１
月
23
日
㊋

▼
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時
30
分

▼
会
場　

保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

低
栄
養
予
防
や
口
腔
ケ
ア
に
興
味

の
あ
る
人

▼
内
容　

保
健
師
に
よ
る
講
話
、低
栄
養
予

防
の
調
理
実
習
、歯
科
衛
生
士
に
よ
る
口
腔

ケ
ア
、脳
ト
レ

▼
定
員　

15
人（
先
着
順
）

▼
参
加
費　

２
０
０
円（
食
材
代
）

▼
申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
期
間　

12
月
15
日
㊎
〜
平
成
30
年
１

月
15
日
㊊

▼
申
込
・
問
合
先　

保
健
セ
ン
タ
ー
Ｇ
88
―

５
５
３
３

募　

集

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日　

平
成
30
年
１
月
16
日
㊋

▼
時
間　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

▼
会
場　

町
役
場
３
階
大
会
議
室

▼
対
象　

認
知
症
に
つ
い
て
関
心
の
あ
る
人

▼
内
容　
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解
、知
識

な
ど
を
学
ぶ

▼
講
師　

頴え
は
ら原

禎よ
し
と人

先
生（
東
毛
敬
愛
病
院
）

▼
定
員　

１
０
０
人

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
締
切　

平
成
30
年
１
月
12
日
㊎

▼
申
込
・
問
合
先　

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
Ｇ
80
―
９
３
０
０

親
子
ス
キ
ー
教
室

▼
期
日　

平
成
30
年
２
月
12
日
㊊（
祝
日
）

▼
場
所　

水
上
宝
台
樹
ス
キ
ー
場

▼
対
象　

県
内
在
住
の
母
子・父
子
家
庭
の
母

や
父
と
そ
の
子
ど
も（
高
校
生
以
下
）、寡
婦

▼
定
員　

80
人（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

▼
参
加
費（
バ
ス
代
・
昼
食
代
・
保
険
料
・
ス

キ
ー
教
室
参
加
料
を
含
む
）

大
人（
非
会
員
） 

　
　
　

 

６
、０
０
０
円

母（
父
）子
会
員 

　
　
　

 

５
、０
０
０
円

子（
高
校
生
以
下
） 　
　
　

 

３
、０
０
０
円

乳
幼
児（
３
歳
未
満
）　　
　 

１
、０
０
０
円

▼
乗
車
地　

館
林
市
役
所
、バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
お
お
た（
太
田
市
）な
ど

▼
申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
住
所
、電
話

番
号
、参
加
者
全
員
の
氏
名
、年
齢
、希
望
乗

車
地
、「
親
子
ス
キ
ー
教
室
参
加
希
望
」と
書

い
て
申
し
込
む

▼
申
込
締
切　
平
成
30
年
１
月
12
日
㊎（
必
着
）

▼
申
込
・
問
合
先　

県
母
子
寡
婦
福
祉
協

議
会（
〒
３
７
１
―
０
８
４
３
前
橋
市
新

前
橋
町
13
―
12
）
Ｇ
０
２
７
―
２
５
５
―

６
６
３
６

年　

金

年
金
受
給
者
の
住
所
変
更

　

住
民
票
コ
ー
ド
や
個
人
番
号
を
登
録
し
て

い
な
い
年
金
受
給
者
の
住
所
が
変
わ
る
と
き

は
届
出
が
必
要
で
す
。届
出
が
な
い
と
年
金

振
込
通
知
書
な
ど
の
書
類
が
変
更
後
の
住
所

に
届
き
ま
せ
ん
。

▼
手
続
方
法　

年
金
受
給
権
者
住
所
変
更
届

を
年
金
事
務
所
へ
提
出（
郵
送
も
可
能
）

▼
変
更
届
の
配
布
場
所　

太
田
年
金
事
務

所
、役
場
住
民
課

▼
問
合
先　

太
田
年
金
事
務
所
Ｇ
49
―
３
７

１
６

65
歳
に
な
る
と
手
続
き
が
必
要
で
す

　

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
は
65
歳
で
受

給
権
が
消
滅
し
ま
す
。そ
の
後
、新
た
に
老
齢

基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

▼
必
要
書
類　

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険

老
齢
給
付
裁
定
請
求
書（
は
が
き
様
式
）

※
65
歳
に
な
る
誕
生
月
の
初
め
頃（
１
日
生

ま
れ
の
人
は
前
月
の
初
め
頃
）に
日
本
年
金

機
構
か
ら
届
き
ま
す
。

▼
手
続
方
法　

誕
生
月
の
末
日（
１
日
生
ま

れ
の
人
は
前
月
の
末
日
）ま
で
に
、裁
定
請
求

書
を
日
本
年
金
機
構
へ
提
出
す
る

▼
手
続
き
が
完
了
す
る
と　
「
国
民
年
金
・
厚

生
年
金
保
険
裁
定
通
知
書
・
支
給
額
変
更
通

知
書
」が
届
く

※
年
金
証
書
は
改
め
て
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
問
合
先　

太
田
年
金
事
務
所
Ｇ
49
―
３
７

１
６税　

金

家
屋
の
滅
失
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　

家
屋
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、毎

年
１
月
１
日
に
現
存
す
る
も
の
に
課
税
さ
れ

ま
す
。年
の
途
中
で
家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
、

12
月
28
日
ま
で
に
役
場
税
務
課
で
滅
失
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

翌
年
度
も
課
税
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
先　

役
場
税
務
課
Ｇ
47
―
５
０
１
２

　

相
続
開
始
の
日
か
ら
3
年
を
経
過
す
る
日

の
属
す
る
12
月
31
日
ま
で
に
、被
相
続
人
が

居
住
し
て
い
た
家
屋
を
相
続
し
た
相
続
人

が
、当
該
家
屋（
耐
震
性
の
な
い
場
合
は
耐
震

リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
た
も
の
に
限
り
、そ
の
敷

地
を
含
む
）ま
た
は
取
壊
し
後
の
土
地
を
譲

渡
し
た
場
合（
た
だ
し
、平
成
28
年
4
月
1
日

か
ら
平
成
31
年
12
月
31
日
ま
で
の
譲
渡
に
限

る
）に
は
、当
該
家
屋
ま
た
は
土
地
の
譲
渡
所

得
か
ら
３
千
万
円
の
特
別
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
、空
き
家
の
発
生
を
抑
制
す
る
た

め
の
特
例
措
置
で
、こ
の
特
例
措
置
の
適
用

を
受
け
る
に
は
一
定
の
条
件
が
あ
り
、確
定

申
告
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳
細
は
税

務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

館
林
税
務
暑
Ｇ
72
―
４
３
７
３

今
月
の
納
税

▼
納
期
限

町
県
民
税（
４
期
） 

  　
　
　

12
月
25
日
㊊

国
民
健
康
保
険
税（
６
期
） 

12
月
25
日
㊊

介
護
保
険
料（
６
期
）  　
　
　

 

12
月
25
日
㊊

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
６
期
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12
月
25
日
㊊

水
道
料
金
等（
11
月
検
針
分
）　

12
月
20
日
㊌

医　

療

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
対
象
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
は
75
歳
の
誕
生
日
か
ら

加
入
す
る
医
療
保
険
で
す
。さ
ら
に
65
歳
以

上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
人（
障

害
年
金
１
・
２
級
を
受
給
し
て
い
る
人
、身
体

障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
と
４
級
の
一
部
を

持
っ
て
い
る
人
な
ど
）で
広
域
連
合
の
認
定

を
受
け
た
人
も
対
象
で
す
。詳
し
く
は
役
場

住
民
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47
―
５
０
２
０

定 例 相 談

TOWN INFORMATION 情 広報 場ORAORAORAin館林市役所東広場
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館林地区
消防組合消防組合合
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平成平
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消費生活相談
平日・午前９時～午後４時30分
町消費生活センターＧ47-5047
交通事故相談
平日・午前９時～午後４時
県交通事故相談所Ｇ027-243-2511
年金相談（要予約）
12月21日㈭
午前９時10分～午後３時30分
館林市役所Ｇ72-4111
子育てこころの相談（要予約）
12月27日㈬
午前９時～11時
館林保健福祉事務所Ｇ72-3230
ストレス・こころの相談（要予約）
12月20日㈬
午後１時30分～３時
館林保健福祉事務所Ｇ72-3230
不妊専門相談（要予約）
毎月第1・第3木曜日（祝日、年末年始を除く）
午前10時～午後３時30分
県不妊専門相談センター（県健康づくり
財団内）Ｇ027-269-9966

法律相談（要予約・定員8人）
12月16日㈯・神谷弁護士
平成30年1月20日㈯・相澤弁護士
午後１時20分～４時
邑楽町役場
役場住民課Ｇ47-5017
人権・行政相談（電話予約も可）
1月11日㈭・午後１時30分～午後4時
2月8日㈭・午後１時30分～午後4時
邑楽町公民館
関根・青葉・佐野・福島・齊藤相談員
役場住民課Ｇ47-5017
心配ごと相談
12月20日㈬・午後１時～３時30分
社会福祉協議会Ｇ88-2408
心配ごと電話相談（専用電話）
月～金曜日（祝日除く）
午前９時～午後４時
社会福祉協議会Ｇ88-7620
青年キャリア相談
12月16日㈯・平成30年１月6日㈯
午後６時～８時
ヤングプラザＧ89-1501

29

平
成 　

年
分

確
定
申
告
に
関
す
る
ご
質
問
、

必
要
書
類
の
確
認
な
ど
は
、

ま
ず
は　

 

で
☎

館
林
税
務
署
Ｇ　

―

４
３
７
３

72

ふれあい保育

【火・水・金曜日】0歳～就学前の子どもと保護者
【月曜日】0歳～1歳の子どもと保護者　【木曜日】2歳以上の子どもと保護者　
▶問合先　子育て支援センター（中野幼稚園内）Ｇ88-4808（9:00～15:00）

1月の予定 【9:00～12:00】
※予定が変更になることがあります。

☆子育てに関する電話相談、来園相談も受け
付けています。

親子活動日

11日㈭ 獅子舞
15日㈪ 季節の製作
18日㈭ 給食センター見学
22日㈪ 親子ふれあい遊び

25日㈭・29日㈪ 誕生会

子育て支援室

☆子育てに関する電話相談、来園相談も受け付
けています。受付時間は12:30～14:00です。

▶申込・問合先　風の子保育園子育て支援室　Ｇ88-7655 （9:00～14:00）

曜 対象年齢

月 自由開放日　※年齢を問わず自由に利用
できます。

火 1歳児　※平成27年4月2日～平成28年4月1
日生まれの子ども

水 0歳児（後期）　※平成28年4月2日～はい
出した赤ちゃん

木 0歳児（前期）・妊婦さん　※生後3か月～
まだはわない赤ちゃん

金 2歳児　※平成26年4月2日～平成27年4月1
日生まれの子ども

子育て中のお母さん、これから
お母さんになる妊婦さん、支援
室に遊びに来ませんか。風の子
保育園子育て支援室では、赤ち
ゃん体操や親子遊び、リズムや
園庭遊び、そしてお散歩や園外
遊びを親子で楽しんでいます。
また、子育ての悩みや疑問を出
し合える時間も大切にしていま
す。きっと子育ての参考になり
ますよ。ぜひどうぞ！

開放日

4日㈭・9日㈫・10日㈬・16
日㈫・17日㈬・23日㈫・24
日㈬・30日㈫・31日㈬

のびのび遊ぶ自由
時間が中心

5日㈮・12日㈮・19日㈮・
26日㈮

サークル活動支援・
開放日

空
き
家
の
譲
渡
所
得
の

３
千
万
円
特
別
控
除

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

ご
存
じ
で
す
か
？
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外科系 邑楽郡（内科系） 館林市（内科系） 耳鼻科

1日
（月）

田沼整形外科
中野Ｇ88-9223

富士クリニック
大泉町富士Ｇ20-1971

館林記念病院
台宿町Ｇ72-3155

館林厚生病院
（小児科のみ）

成島町Ｇ72-3140

2日
（火）

高木整形外科
（午前のみ）

大泉町いずみＧ62-6611
ましも内科

大泉町城之内Ｇ62-2025
松井内科医院

日向町Ｇ75-9880
館林厚生病院
（小児科のみ）

成島町Ｇ72-3140

3日
（水）

井上整形外科
板倉町板倉Ｇ82-1131

藤原医院
明野Ｇ88-7797

寺内医院
赤堀Ｇ88-1511

堀越医院
北成島町Ｇ73-4151

7日
（日）

慶友整形外科
館林市羽附町Ｇ72-6000

蜂谷病院
大泉町朝日Ｇ63-0888

さくらクリニック
木戸町Ｇ72-3855

板倉耳鼻
板倉町海老瀬Ｇ80-4333

8日
（月）

海宝病院
館林市堀工町Ｇ74-0811

小西医院
千代田町赤岩Ｇ86-2261

館林記念病院
台宿町Ｇ72-3155

14日
（日）

堀井乳腺外科
館林市北成島町Ｇ55-2100

福田ペイン
明和町大佐貫Ｇ84-1233

たけい小児科
（小児科のみ）

北成島町Ｇ76-2525

21日
（日）

田沼整形外科
中野Ｇ88-9223

竹越医院
明和町新里Ｇ84-3137

横田胃腸科
細内町Ｇ72-4970

川田耳鼻
館林市仲町Ｇ72-3314

28日
（日）

高木整形外科
（午前のみ）

大泉町いずみＧ62-6611
富士クリニック

大泉町富士Ｇ20-1971
こやなぎ

（小児科のみ）
富士原町Ｇ80-2220

詳しくは、厚生労働省ホームページ「ノロウイルスに関するQ&A」をご覧ください

ノロウイルスQ&A

原因別の食中毒
患者数の割合（年間）

ノロウイルス食中毒の
発生時期別の割合（年間）

お
知
ら
せ

春
の
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰

　

大
泉
交
通
安
全
協
会
で
は
、平
成
30
年
春

の
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
を
行
い
ま
す
。

▼
表
彰
種
別
お
よ
び
受
賞
候
補
者　

左
表
の

期
間
に
無
事
故
無
違
反
で
あ
っ
た
人

表彰種別
無事故
無違反
期　間

旭日金冠章 40年
以上

金冠金章 30年
以上

金冠銀章 20年
以上

金　　章 15年
以上

銀　　章 10年
以上

銅　　章 ５年
以上

▼
必
要
書
類　

12
月
１
日
㊎
以
降
発
行
の
無

事
故
・
無
違
反
証
明
書（
６
３
０
円
）、表
彰
申

請
書
、念
書（
各
１
通
）、印
鑑

▼
申
請
期
間　

12
月
１
日
㊎
〜
平
成
30
年
１

月
19
日
㊎

▼
申
請
・
問
合
先　

大
泉
交
通
安
全
協
会
Ｇ

62
―
２
６
８
７

納
入
業
者
資
格
申
請
の
受
付

　

町
で
は
平
成
30
年
度
の
学
校
給
食
用
物
資

の
納
入
業
者
資
格
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
申
請
書
配
布　

平
成
30
年
１
月
15
日
㊊
〜

▼
受
付
期
間　

平
成
30
年
１
月
15
日
㊊
〜
26

日
㊎（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▼
必
要
書
類　

①
所
定
の
申
請
書
②
営
業
許

可
書
の
写
し（
食
品
衛
生
法
第
52
条
に
該
当

す
る
人
）③
納
税
証
明
書（
写
し
可
）④
食
品

衛
生
監
視
票
の
写
し（
最
新
の
も
の
）⑤
検
便

検
査
の
結
果
成
績
表（
最
新
の
も
の
・
写
し

可
）⑥
そ
の
他
提
出
指
示
を
受
け
た
書
類

▼
申
請
・
問
合
先　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
Ｇ

88
―
０
６
７
８

病
気
の
原
因
、「
石
綿
」で
は
？

　

ご
家
族
に
、肺
が
ん
や
中
皮
腫
な
ど
で
亡
く

な
ら
れ
た
人
は
い
ま
せ
ん
か
。息
切
れ
、胸
が

苦
し
い
な
ど
の
症
状
が
出
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、

労
災
保
険
給
付
や
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺
族

給
付
金
の
対
象
に
な
り
、各
種
給
付
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

心
当
た
り
の
あ
る
人
は
、お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

群
馬
労
働
局
Ｇ
０
２
７
―
８
９

６
―
４
７
３
８
、太
田
労
働
基
準
監
督
署
Ｇ

45
―
９
９
２
０

ORAORAORATOWN INFORMATION 情 広報 場

歯科
歯科保健医療センター
館林市苗木町Ｇ73-8818

群馬県保険医協会　　　12月の健康テレホンサービス（Ｇ027-234-4970）▶電話をすると３分間の健康講話が聞けます

直接相談タイム（医師が相談や質問にお答えします）
※12月はお休みです。（次回は1月18日㊍予定）

月曜 機能性ディスペプシア 木曜 小児のインフルエンザ
火曜 口臭の悩み 金曜 冬にはやる乳幼児の下痢症
水曜 手足口病 土・日曜砂糖とむし歯

◇診療時間　内科・外科／午前9時～午後5時　耳鼻科／午前9時～午後1時　歯科／午前9時～正午、午後1時～3時
◇救急病院の問合先　救急テレホン Ｇ73-5699 ※必ず電話してから受診してください。1月の休日当番医

月日 種　目 受付時間 対　象

12/18 ㈪ 健康相談 午前10：00～11：30

18㈪ ４か月児健診 午後 1：00～ 1：15 平成29年８月生まれの乳児

22㈮ 離乳食相談(後期) 午前09：30～10：00 生後８か月～１歳までの乳幼児

22㈮ ２歳児歯科健診 午後 1：00～ 1：15 平成27年11月生まれの幼児

25㈪ 健康相談 午前10：00～11：30

1/10 ㈬ ８か月児健診 午後 1：00～ 1：15 平成29年４月生まれの幼児

12㈮ 離乳食相談(前期) 午前 9：30～10：00 生後４か月～７か月までの乳児

12㈮ １歳６か月児健診 午後01：00～01：15 平成28年６月生まれの幼児

15㈪ 健康相談 午前10：00～11：30

15㈪ ４か月児健診 午後01：00～01：15 平成29年９月生まれの乳児

▶会場・問合先　保健センター Ｇ88-553312月・1月の健康カレンダー

火災発生件数　  1件（ 14）
交通事故出動　10件（ 61）
急病出動　　　54件（526）
その他の出動　22件（196）
救急出動合計 86件（783）
※10月分（１月からの累計）

世帯数　10,133世帯 （＋12）
　男 13,575人 （±  0）
　女 13,251人 （＋  2）
　計 26,826人 （＋  2）
内外国人 600人 （＋17）
※11月１日現在（前月比）

危険物取扱者試験のご案内 ▶月　日　平成30年1月18日㊍
▶時　間　午前9時～午後4時
▶会　場　太田市消防本部
▶受講料　9,000円（テキスト代含む）

受験者
向けの

準備講
習会

もあり
ます

▶月　日　平成30年2月4日㊐
▶時　間　午前9時～
▶会　場　関東学園大学（太田市藤阿久町）
▶受験料　乙種3,400円、丙種2,700円

問合先 館林消防本部予防課Ｇ72-8364
邑楽消防署Ｇ88-5551

健康や国民健康保険に関する情報をお知らせします

宴会も多くおいしいものが並ぶ年
末年始はついつい食べ過ぎてしま
いがち。工夫できることは？
●お鍋は塩分に注意　肉、魚、野菜
でバランスよく栄養が摂れて温ま
るお鍋ですが、塩分を多く含んでいます。そこで、野菜をたっ
ぷり、汁は飲まないように心掛けましょう。
●切り餅2個は、ごはん軽く一膳と同じ250kcal　おせち料
理にお酒、おしるこ、お雑煮。少しずついただいてもいつのま
にかカロリーオーバーに。お餅を食べるときは個数を決めて
食べるようにしましょう。
●おいしかった～ぁ！その後の2日間　食べ過ぎたものが脂
肪として蓄積されるまで約２日です。運動量を増やしたり、油
や炭水化物を控えたりするようにしましょう。
▶問合先　保健センターＧ88-5533

健康応援通信　  　　　　　　vol.9

年末年始の食事

寄付禁止のルール

政治家の寄付は禁止、
有権者が求めることも

禁止されています。
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止され
ています。また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止さ
れています。寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

寄付禁止の対象の一例

地域の運動会などへ
飲食物などの差し入れ

開店祝い
などの花輪

入学祝・卒業祝

病気見舞い

お歳暮、お年賀

代理人が出席する
場合の結婚祝や香典

■
政
治
家
と
有
権
者
の
ク
リ
ー
ン
な
関
係

を
保
ち
、お
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
を
実

現
す
る
た
め
に
寄
付
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

①
政
治
家
か
ら
の
寄
付
禁
止

　

選
挙
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、政
治
家
が

選
挙
区
内
の
人
に
寄
付
を
行
う
こ
と
は
、

名
義
を
問
わ
ず
特
定
の
場
合
を
除
い
て
一

切
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。有
権
者
が
求
め

て
も
い
け
ま
せ
ん
。冠
婚
葬
祭
の
際
の
贈

答
な
ど
も
寄
付
に
な
る
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い

②
後
援
団
体
か
ら
の
寄
付
禁
止

　

政
治
家
の
後
援
団
体（
後
援
会
な
ど
）が

行
う
寄
付
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た

「
後
援
団
体
の
設
立
目
的
に
よ
り
行
う
行

事
ま
た
は
事
業
に
関
す
る
寄
付
」は
例
外

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
場
合
も
花
輪
、

供
花
、香
典
、祝
儀
な
ど
や
選
挙
前
の
一
定

期
間
は
禁
止
で
す

③
政
治
家
の
関
係
会
社
な
ど
の
寄
付
禁
止

　

政
治
家
が
役
職
員
・
構
成
員
で
あ
る
会

社
や
団
体
が
、政
治
家
の
名
前
を
表
示
し

て
行
う
寄
付
や
、政
治
家
の
名
前
な
ど
を

冠
し
た
会
社
・
団
体
が
そ
の
選
挙
に
関
し

て
行
う
寄
付
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

④
そ
の
他
の
寄
付
制
限

　

政
治
家
へ
の
寄
付
に
つ
い
て
も
、国
や

地
方
公
共
団
体
と
請
負
な
ど
の
関
係
に
あ

る
者
の
寄
付
の
制
限
、政
治
資
金
規
正
法

に
よ
る
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す

▼
問
合
先　

町
選
挙
管
理
委
員
会

（
役
場
総
務
課
内
）
Ｇ
47
―
５
０
０
６

◇年始に伴う診療時間の
　一部変更（館林厚生病院）
　午前の部：午前9時～11時
　午後の部：午後2時～3時


